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(57)【要約】
【課題】
　加工装置の温度関連変化を相殺し得る手法を提供する
。
【解決手段】
　歯車加工装置を駆動する方法であって、この方法は、
加工装置で、第１のワークピース（１）の加工を実施す
る工程であって、その加工により第１のワークピース（
１）は高温になる第１の工程と、高温状態で第１のワー
クピース（１）について少なくとも１つの固有ワークピ
ース変量を決定する工程であって、決定のために加工装
置の測定装置が用いられる第２の工程と、第１のワーク
ピース（１）の少なくとも１つの固有ワークピース変量
と参照ワークピースの少なくとも１つの固有ワークピー
ス変量に基づいて、補正決定を行う第３の工程を有し、
定常温度に到達した後、加工装置において参照ワークピ
ース（Ｒ）の固有ワークピース変量が決定され、補正決
定の範囲で少なくとも１つの補正値が決定され、少なく
とも１つの補正値を考慮して装置の設定を調節し、加工
装置でさらなるワークピース（２）の加工を実施する方
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　歯車加工装置（１００）を駆動する方法であって、この方法は、
前記装置（１００）で、第１のワークピース（１）の加工を実施する工程であって、
その加工により前記第１のワークピース（１）は高温になる第１の工程と、
高温状態で前記第１のワークピース（１）について少なくとも１つの固有ワークピース変
量（Ｗ．１）を決定する工程であって、
その決定のために、前記加工装置（１００）の測定装置（５０）が用いられる第２の工程
と、
前記第１のワークピース（１）の少なくとも１つの前記固有ワークピース変量（Ｗ．１）
と
参照ワークピース変量（Ｒ）の少なくとも１つの固有ワークピース変量（Ｗ．Ｒ）
に基づいて、補正決定を行う第３の工程を有し、
定常温度（ＴＶＨ）に到達した後、
前記加工装置（１００）において、
前記参照ワークピース（Ｒ）の前記固有ワークピース変量（Ｗ．Ｒ）が決定され、
前記補正決定の範囲で少なくとも１つの補正値が決定され、
前記少なくとも１つの補正値を考慮して装置の設定を調節し、
前記加工装置（１００）でさらなるワークピース（ｎ）の加工を実施する方法。
【請求項２】
　前記参照ワークピース（Ｒ）は、前記加工装置（１００）において、
停止（Δｔ）前に加工されたワークピースの１つであることを特徴とする
請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１のワークピース（１）の加工を実施する第１の工程と、
少なくとも１つの前記固有ワークピース変量（Ｗ．１）の決定する第２の工程が、
前記停止（Δｔ）後直ぐに前記加工装置（１００）内で実施されることを特徴とする
請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　定常温度は、結果的に連続稼働中の前記加工装置（１００）となる前記加工装置（１０
０）の温度であることを特徴とする請求項１から３のいずれかに記載の方法。
【請求項５】
　前記固有ワークピース変量（Ｗ．１、Ｗ．２、Ｗ．Ｒ）の決定が前記測定装置（５０）
の測定プローブ（５１）を用いて行われ、
前記測定装置（５０）は前記加工装置（１００）の一部であり、
前記固有ワークピース変量（Ｗ．１、Ｗ．２、ＷＲ）の決定中は、前記ワークピース（１
、２、Ｒ）は再度固定されない
ことを特徴とする請求項１から４のいずれかに記載の方法。
【請求項６】
　シャットダウンによる前記加工装置（１００）の停止、
メンテナンス又は修繕による前記加工装置（１００）の停止及び
修理による前記加工装置（１００）の停止
の３つの理由のうちの１つにより、前記停止（Δｔ）が生じるということを特徴とする
請求項１から５のいずれかに記載の方法。
【請求項７】
　前記停止（Δｔ）が少なくとも１５分以上続くことを特徴とする請求項１から５のいず
れかに記載の方法。
【請求項８】
　前記加工装置（１００）で測定された温度が前記定常状温度（ＴＶＨ）より１０％以上
低ければ、
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前記加工装置（１００）の休止が前記停止（Δｔ）として数えられ、
結果的に連続稼働中の前記加工装置（１００）となることを特徴とする
請求項１から３のいずれかに記載の方法。
【請求項９】
　前記第１のワークピース（１）の加工を実施する第１の工程の前に、
前記加工装置（１００）で別のワークピース（０）の切加工を実施する工程であって、
この前記別のワークピース（０）は加工中に高温になる第４の工程と
冷却状態でこの前記別のワークピース（０）の１つまたは１つ以上の固有変量を決定する
工程であって、
この前記別のワークピース（０）が目標値と一致するかどうか決定する第５の工程を、
この前記別のワークピース（０）で実施されることを特徴とする
請求項１から３のいずれかに記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明の主題は、歯車加工装置を駆動する方法である。特に、歯車加工装置における温度
補正の方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　歯車の切りくず除去処理にはさまざまな方法がある。それに対応して設計された機械を
本明細書では歯車加工機械をいう。
【０００３】
　装置内の様々な工程により、歯車加工装置の温度が時間とともに上昇することが知られ
ている。装置を連続運転していると、それはいわゆる定常温度に達する。定常温度になる
ことで、熱的に安定状態になる。この状態で、装置の温度は熱的に安定している。従って
、徐々に熱流が安定し、定常状態となる。
【０００４】
　熱膨張することで加工工程に不正確さが生じうることもまた知られている。これは、と
りわけ、温度上昇に伴い、非常にさまざまな加工装置の構成要素が熱膨張するからである
。対応する熱収縮が、冷却する際に生じる。一方で、加工装置構成要素のそれぞれの大き
さは、加工装置の温度上昇とともに変化する。装置内では、数多くの構成要素が互いにつ
ながっているので、熱膨張率のちがいによって応力（及びねじれ）が生じうる。それらは
装置の非線形膨張特性で示されるが、正確には計算できない。
【０００５】
　装置の熱挙動は、熱源と吸熱器の効果による影響を受ける。熱効果に関して、内的作用
と外的作用の間に違いが生じる。例えば、モータの熱放出は内的作用と考えられる。さら
なる内的作用が工具とワークピースの切削に伴う相互作用から生じるのは、機械エネルギ
が熱に変換されるからである。外的作用とは、例えば、機械工場の雰囲気温度である。
【０００６】
　例えば、温度上昇に伴い、片側を加工機械台に連結した片持ち張りの長さが長くなるこ
とは直ぐに分かることである。そのような片持ち梁は長軸方向に線形膨張をする。複雑な
加工装置構成要素とさらに複雑な幾何学的形状、例えばスピンドルベアリングの場合、そ
れらの関係はより一層、非常に複雑である。
【０００７】
　加工装置の運転精度は、三次元空間における工具とワークピースの間の移動がどれほど
正確に行われるかにかなり依存する。最後に、あらゆる温度に関連する影響により、ワー
クピースに対する工具の移動中に（ワークピースに対して工具が移動する間に）相対偏差
が生じる。これらの相対偏差は、ワークピース上の偏差となる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００８】
　生産効率と精度は工作機械の重要な特徴である。製造精度に関する著しく高い要求を考
慮すると、装置の熱的正確性がますます重要性を増している。特に、少量の製品をバッチ
処理し、そのために機械の作業を変更する場合、熱的安定状態を得ることは難しい。連続
使用する加工装置の場合、とりわけ中断後の精度が重要性である。さらに、中断後から加
工装置が再びある程度の定常温度に達するまでに製造された物を廃棄（このような廃棄が
一般的に発生している）することは減らしたいものである。従って精度に加えて、これは
費用対効果の問題にも関係する。
【０００９】
　一般的な手法は加工装置と周囲を一定の温度に保つことである。一様な温度のため、加
工装置の変形は避けられる。この目的のため、一方で機械工場は制御された環境でなけれ
ばならず、もう一方で加工装置は連続的に稼働させられるべきである。費用とエネルギ消
費はそれ相応に高くなる。
【００１０】
　別の手法は、統合された複数のセンサを使って加工装置の変形を監視することである。
数学的モデルに基づいて、センサのデータはさらに処理され、ワークピースに生じる得る
欠陥をおおよそ予測するために基準が作られる。従って、これらの欠陥が分かれば、装置
はそれに応じて適合して欠陥を補正できる。この場合も費用は高くなる。さらに、そこま
で高精度の要求を満足する技術的手法は存在しなかった。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上述の説明を考慮して、以下の目的が生じる。それは、加工装置の温度関連変化を相殺
し得る手法を見つけることに関する。とりわけ、これは中断直後の加工装置における加工
処理の精度を改善し、それにより廃棄を減らすことに関係する。１５分以上の中断は、停
止と呼ばれる。
【００１２】
　本発明によると、ある方法が提供され、その方法の特徴は請求項１から推測されうる。
【００１３】
　さらなる好ましい実施形態は、従属請求項から推測できる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
　以降、本発明のさらなる詳細と効果が、典型的な実施形態に基づき、図面を参照して説
明される。
【図１】図１は、本発明による方法が用いられる歯車加工装置の概略的正面図を示す。
【図２Ａ】図２Ａは、測定装置を備える典型的な歯車加工装置の部分透視図を示しており
、そこでは発明による方法を用いて部品が加工されている。
【図２Ｂ】図２Ｂは、図２Ａの歯車加工装置の透視図の一部を示しており、そこでは加工
装置の測定装置が使われている。（加工装置は、測定前に基準化された測定用プローブを
有する構造に関係している。）
【図３】図３は図３Ａ、図３Ｂ、図３Ｃ及び図３Ｄを含む。　図３Ａは、測定装置を有す
る典型的な歯車加工装置の工具とワークピースの平面図を示しており、そこではワークピ
ースが工具を使いながら加工されている。　図３Ｂは、図３Ａの工具とワークピースの平
面図を示しており、そこでは工具が部品から離れている。　図３Ｃは、図３Ａの工具とワ
ークピースの平面図を示しており、そこでは加工装置の測定装置が使われている。　図３
Ｄは、工具と第２のワークピースの平面図を示しており、そこではワークピースが第２の
工具を使いながら加工されている。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　用語は本発明に合せて使われており、関連文献と特許においてもまた使われる。しかし
ながら、これらの用語を用いることは、単によりよい理解に役立つだけではないというこ
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とに留意すべきである。それらの解釈において、用語の選択により、本発明の概念と請求
項の保護範囲が限定されるべきではない。本発明は別の用語系と技術分野の両方、又はそ
れらのいずれか一方へ容易に移行される。用語は別の技術分野に適切に用いられる。
【００１６】
　図１は本発明に従って装備された（歯車）加工装置１００の概略図を示す。加工装置１
００は歯車加工装置である。例えば、歯車（対応するブランク４は、右側のワークピース
供給部１０の領域に示されている）が加工される実際の加工空間は、パネル１１の後方に
位置し、このパネルは例えばのぞき窓１２が設けられている。（ＣＮＣ）制御装置４１は
、同じ加工装置１００の筐体内又は別の筐体４０の中に収められ得る。
【００１７】
　装置１００は、歯車の歯面の切削加工装置（例えば、研磨又はフライス削り）用に特別
に設計されている。ここで、これは主に歯車の大量生産に関係しており、以降、第１のワ
ークピース１、第２のワークピース２、第３のワークピース３について説明する。数字は
ここでは、経時的順序を明示するために使われる。第１のワークピース１は時間的順序に
おいて第２のワークピース、かつさらなるワークピースより前に加工される。第２のワー
クピース２は第１のワークピース１の後、第３のワークピース３の前に加工される。第２
のワークピース２は第１のワークピース１の後すぐに加工される必要はなく、また、第３
のワークピース３は第２のワークピース２の後すぐに加工される必要がないことを本発明
とあわせて留意することが重要である。
【００１８】
　加工装置１００の稼働領域（範囲）の典型的な詳細は、図２Ａと２Ｂに示されている。
示されている例は加工装置１００であり、その装置は工具５としてウォーム研削加工ホイ
ールを有し、平歯車の回転式研削加工用に設計されている。本発明は、別の加工装置にも
また使われうる（例えば、傘歯車研削加工用の装置）。工具５の回転駆動装置（軸駆動装
置）は、参照符号６で示される。工具５を使用したワークピース１の切削加工が、図２Ａ
に示されている。開示する状態で、工具５は動作可能なようにワークピース１と接続され
ている。
【００１９】
　加工装置１００が加工されるべきワークピース（例えば、ブランク４）を固定するため
の固定装置を有していることは、図２Ａと２Ｂから推測できる。図２Ａと２Ｂにおいて、
ワークピース１はワークスピンドル７上に固定されている。その固定装置を直接見ること
はできない。さらに、ワークピース１の歯面を切削加工するための歯車加工工具５（例え
ば研磨、フライス加工工具）を固定するために、加工装置１００は工具締付け装置を備え
る。工具締付け装置は、工具５と回転駆動装置６の間の領域に設けられているので、図で
は見ることができない。
【００２０】
　さらに、図２Ａと２Ｂで非常に概略的な形で示されているように、加工装置１００は測
定装置５０を備える。すべての実施形態において、この測定装置５０は加工装置１００の
構成部品である。つまり、測定装置５０は加工装置１００に固定されている。図２Ａと２
Ｂに係る測定装置５０は、基準化（初期化）されるように設計される。測定装置５０にも
影響を与えうる温度関連変化にも関わらず、その基準化によってワークピース１上で正確
な測定が行われる。
【００２１】
　すべての実施形態において、測定装置５０は、工具５を使いながらワークピース１を加
工する際に損傷を与えられることがないように、離れたところに移動できるように設計さ
れることが望ましい。測定装置５０がテレスコープ（入れ子）構造を有していることは、
図２Ａと図２Ｂに例として示されている。図２Ａでは、伸縮自在な構造は縮められており
、実際のセンサ５１は折りたたまれているか、又は離れて回転させられている。図２Ｂで
はテレスコープ構造は伸ばされており、センサ５１は折りたたまれているか、又は歯溝の
中へ入れられて回転させられている。
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【００２２】
　すべての実施形態で、加工装置１００は、図２Ａと２Ｂに示されている基準点又は基準
面１３を有することが望ましい。この基準点又は基準面１３は、安定温度時又は中立温度
時（温度の影響を受けにくい時）の点又は面として設計されるので、基準値は加工装置１
００内で使用可能である。そしてその基準値は温度に関連した変位又は変化に依存しない
。基準点又は基準面１３からの可変的な基準値を得ることをここでは基準化と呼ぶ。
【００２３】
　すべての実施形態で、測定装置５０は中立温度時に設計され、温度変化のせいで歪めら
れた測定結果が取得されないようにすることが望ましい。
【００２４】
　すべての実施形態で、測定装置５０はワークピーススピンドル７のできるだけ近くで、
工具５の領域外（ワークピース１に関して温度影響を受けない位置）に位置付けすること
が望ましい、又は測定装置５０は、測定の前に基準化されるべきである（図２Ａ、２Ｂ参
照）。さもなければ、中断（冷却）後の測定中に測定が不正確に行われることになる。
【００２５】
　すべての実施形態で測定装置５０は温度の影響を受けにくい固い構造を有し、さまざま
な温度影響の下でもまた安定していることが望ましい。測定装置５０の不可欠な構成要素
は、例えば、（最小重量と高水準の堅さのために）カーボンファイバー複合材料とセラミ
ックの組み合わせから構成されうる。使用される測定標準器は、例えば、温度影響を受け
にくいセラミックから製造されうる。さらに又はその代わりに、測定装置５０は温度補正
（例えば、有効な動的な温度補正を行いながら）されるように構成される。
【００２６】
　基準点又は基準面１３を備える加工装置１００において、例えば、基準点又は基準面１
３を走査するセンサ５１による基準化の間に、測定装置５０は空間的な基準を得ることが
できる。基準点又は基準面１３の座標値は、例えば、その後の計算中に計算基準値として
使われうる。
【００２７】
　切削加工により、ワークピース温度ＴＷが生じる。その温度は図２Ａに表示されている
値Ｔ１に達する。加工が完了すると、工具５をワークピース１から離すために、加工装置
１００内で相対移動が行われる。その状態が図２Ｂに示される。ワークピース１は徐々に
冷える。ワークピース温度ＴＷが生じる。そのＴＷを図２Ｂに示されている値Ｔ１＊とす
る。以下の説明は、このＴ１＞Ｔ１*の場合である。
【００２８】
　図２Ｂに示される計測装置５０が使われている。少なくとも１つのワークピース１の固
有ワークピース変量Ｗ．１は計測装置５０を用いて確認される。本発明によると、これは
、ワークピース１の加工後可能な限り速やかに実施される。これは、固有ワークピース変
量Ｗ．１の確認の際に、ワークピース１がまだ高温状態であることを意味する。
【００２９】
　以下、複数の代表的な数値を説明する。加工装置１００の定常温度ＴＶＨは、とりわけ
周囲の温度に依存する。駆動し始めたばかりの加工装置と稼働中で高温の加工装置の間に
は、例えばフライス加工中、２０℃から３０℃以上の温度差が生じる。フライス加工後、
ワークピース１の温度は６０℃まで上昇しうる、つまり、機械加工により、およそ４０℃
温度が上昇する。研削加工装置の温度変化は、これらの数値をかなり下回る。
【００３０】
　ブランク４又はワークピース１は回転しながら加工装置１００で加工されるので、それ
らの外周表面（平歯車の円筒側面又は傘歯車の円錐台状側面）は、正確に測ることができ
ない。それゆえ、たとえ測定装置５０が温度変化時に正確に作動するとしても、又は、温
度補正された方法で測定するとしても、測定装置５０を使用して外周表面を走査すること
は使用できるワークピース変量を結果的にもたらさない。本発明によれば、すべての実施
形態において、固有ワークピース変量Ｗ１は、加工装置１００で加工直後の表面又は点で
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求められることが望ましい。例えば、図２Ｂの例では、センサ５１は歯溝に入り、そこで
溝幅を走査する。溝幅は、例えば、ワークピース１のピッチ円ＮＫ上で走査され、後の処
理のための固有ワークピース変量Ｗ１として供される。
【００３１】
　以下、本発明のさらなる態様を、歯車切削装置１００の稼働中に実施される方法工程に
基づいて記述する。本発明に係る加工装置１００は、以下により詳細に説明する方法を実
施するために設計されたという点で特徴付けられる。適当な加工装置１００は、必要な軸
、固定手段、駆動装置に加えて、上述の測定装置５０を有する。さらに加工装置１００に
、又は加工装置１００に接続可能なシステムにインストールされたソフトウェアが使われ
る。
【００３２】
　その方法は以下の工程を有すことが望ましい。
　第１のワークピース１の加工は、加工装置１００で実施され（図２Ａ参照）、加工によ
り第１のワークピース１は高温になる。ワークピース１は温度ＴＷ＝Ｔ１に達する。
　少なくとも１つの固有ワークピース変量Ｗ．１が高温状態（ここではＴＷ＝Ｔ１*）の
第１のワークピース１上で決められ、加工装置内１００のセンサ５１がその決定に用いら
れる。その状態が図２Ｂに示されている。そしていわゆる補正決定が行われる。これは第
１のワークピース１の少なくとも１つの固有ワークピース変量Ｗ１に基づいて、また、基
準ワークピースＲの少なくとも１つの固有ワークピース変量ＷＲに基づいて行われる。例
えば上述の例において、ＴＷ＝Ｔ１*での第１のワークピース１の溝幅が、基準ワークピ
ースＲの溝幅と比較される。この場合、基準ワークピースＲの固有ワークピース変量ＷＲ
もまた高温状態で決められたことに留意すべきである。基準ワークピースＲの固有ワーク
ピース変量ＷＲもまた、Ｔ１*にほぼ一致する温度で決められることが望ましい。すべて
の実施形態で、基準ワークピースＲの固有ワークピース変量ＷＲは定常温度ＴＶＨに達し
た後、加工装置内で決められることが望ましい。これは、加工装置１００が長時間にわた
って稼働され、それゆえ熱的に安定した状態になった後、この固有ワークピース変量ＷＲ
が決められることを意味している。少なくとも１つの補正値は、補正決定の範囲で決定さ
れる。上述の例では、例えば、以下の状況が考えられる。第１のワークピース１の加工中
、加工装置１００の温度はまだ定常温度ＴＶＨＨ以下だったことから、ワークピース１は
基準ワークピースＲとは幾分異なった大きさを有する。例えば、上述の例では、基準ワー
クピースＲの溝幅は第１のワークピース１の溝幅よりいくぶんか大きい。２つの溝幅の差
（つまり、２つの固有ワークピース変量ＷＲとＷ１の差）は補正決定の範囲で計算される
。加工装置１００で第２のワークピース２を加工するための補正値は、それから決定され
うる。工具５の輪郭がワークピース上の歯溝の形を定める仕上げの方法では、補正値は、
次のワークピース２の加工中に、加工されるべき歯溝に工具５がいくぶん深く突き刺さら
なければならないことを示し得る。
　少なくとも１つの加工装置の設定は、補正値に基づいて合わせられる。例えば、上述の
例では、突き刺す深さは補正値を考慮して変更される。
　次に、例えば、加工装置１００において第２のワークピースｎ＝２の加工が行われてい
る。従って、ワークピース１上で、極端に小さくなるよう測定された歯溝はワークピース
２上で補正される。
【００３３】
　この例はさらに、図３Ａから図３Ｄに基づいて明らかにされる。これらの図において、
平歯車は第１のワークピース１として示される。仕上げの方法の範囲で、研削盤が工具５
として使われる。工具５の輪郭はワークピース１上の歯溝の形を決定する。
【００３４】
　固定座標軸ｘは図３Ａから３Ｄのそれぞれ左側に示されている。この座標軸ｘは相関関
係を説明するためだけに使用する。
【００３５】
　図３Ａから３Ｄにおいて、工具ＲＷの回転軸は図の水平面にある。図３Ａでは工具５が
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その回転軸ＲＷを位置ｘ１に位置させてワークピース１の歯溝に差し込まれている。ワー
クピース１の回転軸ＲＡは図の水平面に対し垂直であり、ここではｘ＝ｘ０の位置に固定
されている。
【００３６】
　ワークピース１が加工された後、ワークピース１と工具５は互いに関連して離される。
この工程は図３Ｂに示されている。示された例では、ワークピース１は先の位置ｘ＝ｘ０
にとどまり、工具５の回転軸ＲＷは工具５とともに後方に移動させられる。（ここでは位
置ｘ１から位置ｘ２に）。第１のワークピース１の固有ワークピース変量Ｗ１の決定がこ
こで行われる。そのために、センサ５１はワークピース１の歯溝に差し込まれ、この歯溝
の左右の歯面に向かって動かされる。これは、たとえば、ピッチ円ＮＫ上で実施される。
ここで補正決定は（できればソフトウェアを使用したコンピュータによって）実施され、
第１のワークピース１の溝幅が、基準変量ＷＲとして使われる基準ワークピースＲの溝幅
からずれているか否か、また、どれほどずれているかを決定する。
【００３７】
　記載された例において、例えば、基準ワークピースＲの溝幅は第１のワークピース１の
溝幅よりもやや小さい。２つの溝幅の差（つまり、２つの固有ワークピース変量ＷＲとＷ
１の差）は補正決定の範囲で計算される。
【００３８】
　続く方法工程では、図３Ｄに示されるように、さらなるワークピースが加工される。示
された例は第２のワークピース２に関する。高温状態のワークピース１上で測定された溝
幅は、高温状態の基準ワークピースＲ上で測定されたものよりも大きいため、図３Ｄの工
程で、工具５はワークピース２の材料に図３Ａの場合ほど深く突き刺さる必要はない。例
えば、補正値として値ｘ１*が決定されうる。値ｘ１とｘ１*の間の（ｘ軸と平行した）差
は計算によって得られる。これは、（図３Ａにおけるように、加工装置１００とワークピ
ース２の温度が同じならば、）温度に関連した偏差にもかかわらず、工具５がいくぶん浅
く突き刺さるように値ｘ１*が決定されることを意味している。
図３Ｄでは、ワークピース２が製造される。その値は、温度にまつわる不具合が補正され
ている。図３Ｄでは｜ｘ０－ｘ１*｜＞｜ｘ０－ｘ１｜である。
【００３９】
　本発明によると加工装置１００がさらに高温になっている間は、固有ワークピース変量
の測定は随時繰り返される。従って、例えば、第３のワークピース３と第４から第１０の
ワークピースは図３Ｄに描かれているように同じ補正値で製造されうる。（図３Ｃに示す
ように）第１０のワークピースは、（これまでの第１のワークピース１のように）高温状
態で再び測定されうる。第１１のワークピースのために補正値が決められうる。第１１の
ワークピースはこの補正値を適用して加工される。従って、それまでの間に処理されるワ
ークピースは比較的三次元的に精密であることが定常温度ＴＶＨに達するまで確かめられ
うる。
【００４０】
　（例えば、正しくない工具が固定されていたせいで）中断後に不具合が起こらないよう
にするため、第１のワークピース１の加工を実施する前に、以下の工程が別のワークピー
ス０上で実施されうる。
　加工装置１００でこの別のワークピース０の加工を行う。この別のワークピース０は加
工中に熱を帯びる。
　冷却状態でこの別のワークピース０の１つまたはそれ以上の特性変量を決定し、この別
のワークピース０が目標値と一致するかを確認する。
　この別のワークピース０が目標値と一致すれば、記載したような第１のワークピース１
の加工を開始することが可能である。この別のワークピース０が目標値と一致しなければ
、（例えば、加工装置１００の操作者によって）停止が行われなければならない。
【００４１】
　これは別の測定機械で実施されうる。この別の測定機械は閉回路を介して加工装置１０
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０に接続できる。
【符号の説明】
【００４２】
０：ワークピース、１：第１のワークピース、
２：第２のワークピース、３：第３のワークピース、
４：ブランク、５：工具、６：工具駆動装置、
７：ワークピーススピンドル、１０：ワークピース供給部、
１１：パネル、１２：のぞき窓、１３：基準点／基準面、
４０：分離した筐体、４１：（ＣＮＣ）制御、
５０：測定装置、５１：センサ、１００：加工装置、
ｎ：さらなるワークピース、ＮＫ：ピッチ円、
Ｒ：基準ワークピース、ＲＡ：ワークピースの回転軸、
Ｗ．１：第１のワークピースの固有ワークピース変量、
Ｗ．２：第２のワークピースの固有ワークピース変量、
Ｗ．Ｒ：基準ワークピースの固有ワークピース変量、
Δｔ：停止、ＲＷ：工具の回転軸、
Ｔ１：加工温度、Ｔ１*：機械加工直後の温度、
ＴＶＨ：定常温度、ＴＷ：ワークピース温度、
ｘ：座標軸、ｘ０，ｘ１，ｘ２：座標軸上の値、ｘ１*：座標軸上で修正された値

【図１】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】
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